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『新年のご挨拶』 

 

中塚 華奈 

 

皆様、新年あけましておめでとうございます。

暖冬の影響を受けて野菜が育ちすぎたり、品質

が低下したりして、大変な想いをされている農

家のかたがたのニュースをおききし、胸が痛む

お正月の幕開けとなりました。 

 昨年の12月3日に農林水産省告示第2597

号として改正された新たな「有機農産物の日本

農林規格」が 2016 年 1 月 2 日に施行されま

した。これまであくまでも有機農産物は「土壌

の性質に由来するもの」と規定されていました

が、ここにきて有機農産物に「種子の性質に由

来するスプラウト類（貝割れ大根、豆苗、もや

し等）」が仲間入りしたのです。実態にあわせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て有機ＪＡＳの規格も柔軟に変更されていく

ようですね。 

 実態にあわせるといえば、近年、バレンタイ

ンデーの商法もあいまって、多種多様なチョコ

レートが出回るなかで、オーガニックチョコレ

ートもよく目にするようになりました。しかし、

現在、指定農林物資は農産物と農産物加工食品

のみであり、畜産物は指定農林物資ではないた

め、畜産物である牛乳が５％以上使われている

オーガニックチョコレートには有機ＪＡＳマ

ークをつけなくても違反にはなりません。紛い

物のオーガニックチョコレートが出回るよう

になってからでないと、有機畜産物は指定農林

物資にならないと某役所のかたからお聞きし

たことがあります。有機ＪＡＳ制度は規制法な

ので仕方ないのかもしれません。 

 昨年末は、有機ＪＡＳで認定を受けていた生

産行程管理者が使用していた資材に、有機ＪＡ

Ｓでは使用可能でないものが混入していたこ

対流 Heart to Heart    2016.1 

つくる人、はこぶ人、たべる人 。 農山漁村に住む人、都市に住む人 。自分の居場所や

立場を越えて人と人、人と自然のあらたなかかわりは顔の見える交流 (Face to Face) 

から 心が響きあう 対流 (Heart to Heart) へ。 
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とが発覚した事例がいくつも報道されたのも

記憶に新しいところです。肥料会社が製造した

肥料に「有機ＪＡＳの別表１に記載されている

使用可能な肥料および土壌改良資材である」と

いう証明書を出していても、その証明書に記載

された内容に間違いがあることがわかると、そ

の資材を使用している生産行程管理者が最も

迷惑を被ることになります。みなさんの田畑に

投入する資材については、原則ほ場内循環です

が、やむを得ない場合で必要最低限の複合原材

料でできているものを投入する場合について

は、原材料の原材料までさかのぼって有機ＪＡ

Ｓに適合していないものが混入することのな

いよう、各自、責任をもってセレクトしてくだ

さいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

◆理事会（11/6） 

2015 年度第 4 回の理事会が開催され、活動

報告、決算報告などについて検討し、第 17 回

会員総会の日程等を決めました。 

 

◆第 5回大阪産大集合（11/28） 

大阪府が主催する、大阪産の農産物や加工食

品が一堂に会するイベント「大阪産（もん）大

集合」に、大阪の有機農業情報ネットワークで

ある「オーガニック大阪」のメンバーとして、

中塚、片岡、岡田が参加しました。会場は万博

公園おまつり広

場で、お天気に

も恵まれました

が、最寄駅を降

りる人々の足は

少し前にオープ

ンしたエキスポ

シティという広

大な商業施設へ。

来場者が少ない

と有機 JAS 制

度のアピールも

なかなか難しく、

課題の残るイベ

ントとなりまし

たが、今後もイ

ベント等を通じ

て積極的に啓

発・広報活動を

行っていきます。 

◆肥料勉強会（12/7） 

昨年のゴールド興産以降続出した資材の偽

装問題を受けて、日本有機食品認定連絡協議会

が開催した勉強会に参加しました。講師は肥料

メーカーである片倉チッカリンの技術主幹・福

島正文氏。講義の内容は、①肥料取締法につい

て、②普通肥料と特殊肥料の材料について、③

土壌改良資材について、④演習（肥料成分を実

際に計算してみる）というもので、肥料の基礎

ともいえるものでした。これまであまり学ぶ機

会のなかった内容が多く、これをきっかけに知

見を深めていきたいと思います。 

 

◆有機農業現地研修会（1/16） 

オーガニック大阪が主催する初めての現地

研修会に事務局より片岡、岡田の 2 名が参加し

ました。研修先は、オーガニック大阪代表で当

協会の認定事業者でもある仲野さんのほ場が

ある大阪府堺市鉢ヶ峰という地域です。仲野さ

んが生産を始めたのは、勤めていた地元 JA を

退職した 10 年ほど前からで、現在はハウスと

露地を合わせて 55ａで葉物、エンドウ類、果

菜類、大根、カブなどを栽培されています。当

日は堺を中心に仲野さんが昨年立ち上げたオ

ーガニック SS のメンバーなど 50 人以上が参

加しました。研修後にはオーガニック野菜をふ

んだんに使ったランチバイキングをいただき、

好天に恵まれたこともあり有意義な集まりと

なりました。 

 

◆有機 JAS個別講習会 

12/3 に有機農産物、12/17 に有機加工食

品を対象とした個別講習会を当協会事務所に

て開催しました。 

 

◆判定委員会（11/16、12/14・25） 

新規検査 2 件（有機農産物加工食品の輸入業

者）、年次調査 24 件（有機農産物の生産行程理

者12件、有機加工食品の生産行程管理者7件、

小分け業者 4 件、輸入業者 1 件）の他に保管施

設追加が 1 件でした。 

 

 

２．事業・活動報告 
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新規に認定を取得された事業者の皆さんを

ご紹介します。 

 

◆フロンティア物産(株)：有機農産物加工食品の

輸入業者(兵庫県神戸市) 有機ポテトチップス

等の輸入を予定されています。 

http://frontier-bussan.com/ 

 

◆(株)オフィス・サハラ：有機農産物加工食品の輸

入業者(京都府長岡京市) 「スーパーフード」と

して最近話題のチアシード等の輸入を予定さ

れています。 

http://www.sahara-group.co.jp/ 

 

 

 

 

 

◆JAS規格・認定の技術的基準の改正について 

すでに事業者の皆様にはメール・FAX にてお

知らせしていますが、昨年 12 月 3 日付で有機

JAS 規格と認定の技術的基準が改正されまし

た。改正されたのは以下の 2 点です。 

① 栽培場で生産するスプラウト類を有機農産

物の JAS 規格の対象としました。 

（有機農産物の JAS 規格、有機農産物の認

定の技術的基準の改正） 

※「スプラウト」とはモヤシやカイワレ大

根など「食用新芽」のこと 

② 認定の技術的基準における生産行程管理者

等の担当者の資格について、旧中学校令（昭

和 18 年勅令第 36 号）による中等学校を

卒業した者の規定を削除しました。 

詳 細 は 農 林 水 産 省 の ホ ー ム ペ ー ジ

（ http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuu

ki.html）をご確認ください。またインターネッ

ト環境のない方で改正後の規格等について紙

媒体のものをご希望の方はお知らせください。

事務局よりお送りさせていただきます。 

 

◆平成 27 年度有機 JAS 規格使用可能資材評価

調査・検査業務について 

一連の肥料偽装問題を受けて、農林水産省は

昨年12月1日付で表記の業務についての入札

公告を行い、当協会も加盟している有機 JAS

資材評価協議会が受託しました。 

具体的な業務の内容は、全国の認定機関を通

じてリストアップされた 300 点ほどの資材に

ついて証明書等の書類の再評価を行い、また一

部の資材については試料分析や実地調査を行

った上で、あらためて証明書を取り寄せる必要

のない資材リストとして農林水産省のホーム

ページに公開するというものです。これは平成

27 年度の補正予算で組まれた事業であるため

3 月中に成果報告をしなければならず、認定機

関のみならず事業者の皆様のご協力をお願い

する場合があるかと思いますが、その節はよろ

しくお願いいたします。 

 

◆資材の適合性をめぐる問題 

昨年は6月にゴールド興産の原料偽装があり、

11 月には太平物産、そして 12 月に入ると五

月雨のように複数のメーカーによる偽装が発

覚し、大きな問題となりました。特に有機 JAS

制度に基づいて農産物や加工食品を生産・製造

していた事業者にとっては該当する生産物に

格付することができなくなるという甚大な被

害がもたらされました。また、同時にこの問題

は有機 JAS 制度そのものに対する信頼を損ね

るものでもありました。2016 年 1 月末現在で

偽装を行っていた肥料メーカーと有機 JAS 適

合をうたった資材の有無を整理しておきます。 

 

メーカ

ー名 

本社所

在地 

プレス

リリー

ス 

JAS 適

合資材 

資材名 

太平物

産 

秋田県 11 月

20 日 

有 お ら ほ

の肥し 

旭肥料 東京都 12 月

4 日 

無  

相模肥

糧 

神奈川

県 

12 月

4 日 

無  

ジャッ

ト 

大阪府 12 月

11 日 

無  

中田商

会 

大阪府 12 月

11 日 

有 複 合 肥

料 684

号 

富山魚

糧 

富山県 12 月

11 日 

無  

九鬼肥

料工業 

三重県 12 月

17 日 

無  

このような事態を受けて、農水省は資材の再

評価とそのリストの公開を急きょ実施するこ

ととなりましたが、このリストですべての資材

をカバーできるわけではありません。基本的に

は資材を使用する事業者の皆さんが JAS 規格

への適合性を適切に評価することが最重要課

題です。 

 

４．お知らせ 

３．新規認定事業者のご紹介 

http://frontier-bussan.com/
http://www.sahara-group.co.jp/
http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html
http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html
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◆農林水産省 有機・行程規格班のメールアド

レスの変更について 

昨年、農林水産省の有機 JAS を担当する部

署が異動し、担当班の名称も「有機食品制度班」

から「有機・行程規格班」に変わった旨のお知

らせをいたしましたが、年明けよりメールアド

レスも変わりましたのでお知らせします。旧ア

ドレスは 4 月以降受信できませんので、ご注意

下さい。 

新：yuki_seido@maff.go.jp 

旧：yuki_seido@nm.maff.go.jp 

 

◆第 17回会員総会について 

当協会の第 17 回会員総会を下記の通り開催

いたします。会員の皆様には改めてメールまた

は郵送にて議案書等を送付させていただきま

す。また、総会終了後には、現在有機食品に特

化した新たな店舗展開を計画されている(株)ラ

イフコーポレーションの竹下太様と農林水産

省 有機・行程規格班の長谷亮一様をゲストに

お招きし、有機食品の消費拡大へ向けた課題に

ついて展望をお話しいただく予定です。総会・

シンポジウム終了後には、恒例となったマッチ

ング交流会も行います。新たな出会いから新し

いチャンスが生まれるかもしれません。皆様、

是非万障繰り合わせてご参加いただきますよ

うお願いいたします。 

 

日程：2016 年 3 月 24 日（木） 

場所：大阪研修センター江坂（地下鉄御堂筋線

江坂駅より徒歩 5 分） 

時間・プログラム： 

14：00～14：30…第 17 回会員総会 

14：30～16：00…記念シンポジウム「有

機食品の消費拡大への展望（仮題）」 話

題提供：竹下太様（ライフコーポレーショ

ン）、長谷亮一様（農林水産省） 

16：00～17：00…マッチング交流会 

  生産、小分け、輸入、流通に携わる皆様の 

出会いの場です。 

17：00～19：00…懇親会（別途参加費を

頂きます）場所を変えて、食事をしながら

の歓談の場です（会場未定）。 

 

 

 

◆有機 JAS規格第 4条の基準に適合する種苗に

ついて 

有機 JAS 規格第 4 条の「ほ場に使用する種

子又は苗等」の１に適合する種苗について、当

協会ではこれまで慣例的に「有機種子」、「有機

種苗」という言葉を使う事がありましたが、種

苗に関しては「有機」と表示するための基準は

ありませんので、今後は使用種苗一覧などの書

類には種苗の項１～3 のどれに適合しているか

を記載するようにしてください。（使用種苗記

録の様式は当協会 HP よりダウンロード可能で

す。）またその際に、１に適合する種苗の場合

には根拠となる記録書類が必要です。多くは自

家採種のケースですが、採取したほ場、日付、

採取量などが確認できるような記録の作成・保

存をお願いいたします。 

 

◆育苗記録について 

認定ほ場以外で育苗する場合には、育苗場所、

培土、肥料などの投入資材の種類と使用量が確

認できる育苗記録を作成してください。文書と

して記録・保存されていないケースが散見され

ます。 

 

◆資材の証明書について 

資材の適合性について厳密さが求められて

います。基本的には「適合証明書」、「原材料」、

「製造工程図」を使用者である皆さんが取り寄

せなければなりません。また原材料の中に複合

原料（複数の原材料で生産されたもの）があれ

ば、その原材料の一つ一つについての適合証明

書が必要です。さらに別表１及び別表２の資材

には様々な基準が設けられています。適切な証

明書の入手、基準へ適合している事等を充分に

確認していただく必要があります。農林水産省

のホームページには資材の適合性を判断する

ための「手順書」が掲載されています

（http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/y

uuki_tejunsyo_270205.pdf）ので、有機農産物

の生産行程管理者の皆様はご確認いただけま

すようお願いいたします。なお、インターネッ

ト環境のない方で紙媒体のものをご希望の方

はお知らせください。事務局よりお送りさせて

いただきます。 

 

 

 

◆2 月 1 日（月）：判定委員会 

◆2 月 9 日（火）：理事会 

◆2 月 16 日（火）：会計監査 

◆2 月 18 日（木）：業務監査 

◆2 月 29 日（月）：公平性委員会 

◆3 月 4 日（金）：要員評価・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾚﾋﾞｭｰ 

◆3 月 24 日（木）：総会 

６．今後の予定 

５．判定委員会からのお願い 

mailto:yuki_seido@maff.go.jp
mailto:yuki_seido@nm.maff.go.jp
http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/yuuki_tejunsyo_270205.pdf
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